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税
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例
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則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

（
税

務

課
）

一

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
規
則
第
五
十
一
号

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
六
第
二
項
中
「
及
び
個
人
の
事
業
税
又
は
不
動
産
取
得
税
を
納
期
限
内
に
納
付
す
る

場
合
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
四
号
（
一
）
及
び
別
記
様
式
第
四
号
（
三
）
中

を

別
記
様
式
第
四
号
（
四
の
一
）
中

に
改
め
、
「・

郵
便
局

」
を
削
り
、
「郵

便
局
ほ
か

」
を
「コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

」
に
、
「郵

便
局
で
の

」
を
「ゆ

う
ち
ょ
銀
行

�郵
便
局
及
び
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の

」
に
改
め
、
同

様
式
を
別
記
様
式
第
四
号
（
四
）
と
す
る
。

別
記
様
式
第
四
号
（
四
の
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
様
式
第
四
号
（
五
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
様
式
第
四
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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取
り
ま
と
め
郵
便
局

取
り
ま
と
め
店

を

別
記
様
式
第
四
号
の
四
（
一
）
中

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
二
）
か
ら
別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
四
）
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。
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別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
四
の
二
）
を
削
る
。

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
五
の
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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を

に
改
め
る
。

を

に
改
め
る
。

を

に
改
め
る
。

を

に
改
め
、
「
�氏

名

」
を
削
り
、「「＊

」」を
「＊

」

別
記
様
式
第
二
十
四
号
中

別
記
様
式
第
二
十
五
号
中

別
記
様
式
第
六
十
一
号
（
一
）
中

別
記
様
式
第
六
十
一
号
（
二
）
中
「裏

面
を
お
読
み
く
だ
さ
い

。

」
を
削
り
、

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
六
十
一
号
（
三
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
別
記
様
式
第
二
十
四
号
及
び
別
記
様
式
第
二
十
五
号
の

規
定
は
、
平
成
二
十
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
の
報
告
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成

十
九
年
度
以
前
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
の
報
告
（
平
成
二
十
年
度
以
後
の
年
度
分
と
併
せ

て
行
う
報
告
を
除
く
。）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

改
正
前
の
埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の

調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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